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市役所などで、防災総合訓練を実施します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度は会
場を分散して無観客で実施します。訓練の様子は後日、尼崎
市公式YouTubeチャンネル（右記QRコード参照）
で配信します。
主な訓練内容
本市の災害対応力向上を目指して、大津波を伴う南海ト
ラフ地震の発生を想定し▷避難情報の伝達や避難誘導▷シ
ステムを活用した被害などの情報収集▷本市の応急対策の
検討──などを実施します。
携帯電話・スマートフォンが一斉に鳴ります
当日は、防災行政無線や緊急速報メール（エリアメール）
などを活用した兵庫県津波一斉避難訓練も実施します。
午前 10時ごろ、屋外拡声器（主に河川沿いや臨海部に
設置）や戸別受信機、携帯電話、スマートフォンなどで災
害情報を通知しますので、シェイクアウト「３つの安全行
動（右図参照）」を行うなど、その時その場所でできる行動
を取りましょう。
なお、訓練時は、本市などにいる人の携帯電話、スマー
トフォンが、マナーモードであっても一斉に鳴ります。実
際の災害と間違えないようご注意ください。
市役所で、避難訓練に参加できます　
午前 10時から、市役所で、地震が発生した想定で緊急
地震速報を館内放送し、本市の職員による避難誘導や安全
確認などの訓練を実施します。訓練時に市役所にいる人は

11月５日㈮午前 10時～午後２時

ID 1026328　■問災害対策課☎ 6489－ 6165 ■FAX 6489 － 6166
本市の災害対応力向上を目指し、防災総合訓練を実施
会場を分散し無観客で実施

津波等一時避難場所を指定　 ID 1002240
11月 1日付けで、GLP尼崎（西向島231－２）、
介護付有料老人ホームトワイエ久々知（久々知３丁目
２－１）、介護老人保健施設なにわローランド（東難
波町１丁目３－10）を津波等一時避難場所に追加指
定しました。

シェイクアウト「３つの安全行動」

参加することができますので、シェイクアウトを行うなど
ご協力をお願いします。

まずはその場で姿勢を低くします。
屋外にいる場合は、物が飛んでくる
リスクが低い場所を探しましょう

落下物から頭を守るために、机など
の下に潜り込みましょう。屋外では
かばんなどで頭を守るのも有効です

姿勢を低くして頭を守った状態で、
地震の揺れが収まるまでじっとして
いましょう

画像提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

■問①情報指令課☎ 6481 － 0119 ■FAX 6482 － 1995 ②③予防課☎ 6481 － 3964 ■FAX 6483 － 5022
火災から人命を守ろう
日ごろから火の元にご注意を

①11月９日は119番の日　 ID 1002382　
　119番に電話するときは、火事か救急か、住所（場所）・
目標となる建物・氏名・電話番号を正しく伝え、係員が「は
い、分かりました」と言うまで電話を切らないでください。
②11月９日～15日は秋の火災予防運動  ID 1002979　
　これからの季節は空気が乾燥し、火災が起こりやすくな
ります。火災予防のため、次の「４つの習慣」と「６つの対策」
を心掛けましょう。
　◆４つの習慣　▷寝たばこは絶対にしない・させない▷
ストーブの周りに燃えやすいものを置かない▷コンロを使
うときは火のそばを離れない▷コンセントはほこりを清掃
し不必要なプラグは抜く。
　◆６つの対策　▷ストーブやコンロなどは安全装置の付

いた機器を使用する▷住宅用火災警報器を定期的に点検す
る（10年を目安に交換する）▷寝具やカーテンなどは防炎
品を使用する▷消火器などを設置し使い方を確認しておく
▷高齢の人や障害がある人は避難経路と避難方法を常に確
保しておく▷訓練への参加や戸別訪問など地域ぐるみの防
火対策を行う。
③老朽消火器のリサイクル回収　 ID 1002983　
11 月 11 日㈭午後１時 30 分～４時、中・東・西・北
消防署、武庫・園田分署で、家庭にある不用になった消火
器 ( エアゾール式簡易消火具などを除く ) の回収を行いま
す。■¥ １本 1,000 円■申不要。
なお、三和分署と常光寺・大庄・塚口出張所では回収し
ませんので、ご注意ください。

ID 1003117　■問こども相談支援課☎ 6430 － 9979 ■FAX 6409 － 4298 
「虐待かな？」と思ったら、ためらわずにご連絡を
11月は児童虐待防止推進月間です

　子どもを虐待から守るためには、社会全体で取り組む必
要があります。子どもの虐待は家庭という密室で行われる
ことが多いので、実際に現場を目撃することは少ないです
が、虐待を受けている子どもはさまざまなサインを送って
います。サインを見逃すことなく「虐待かな？」と思ったら、
ためらわずにご連絡ください（右表参照）。
◆子どものサイン　▷泣き声やたたかれる音などがする
▷不自然な傷やあざがある▷季節や体に合っていない服装
をしている▷家へ帰りたがらない▷頻繁に家の外へ出され
ている▷食べ物への執着が強い──など。
　◆親の様子　▷夫婦げんかが多い▷よく大声で怒鳴って

いる▷家の周りが乱雑で汚れている▷子どもを放置して外
出している▷泣いている子どもを放置している▷家にいる
かどうかが分からない──など。

受付日時 連絡先

こども相談支援課 月～金曜日午前９時
～午後５時30分

☎ 6430－9979
■FAX 6409－4298

児童相談所全国
共通ダイヤル 終日 ☎189（一部のIP電話か

らは利用できません）

※ 秘密は厳守します。連絡内容によって責任を問われることはあ
りません。また、各警察署では終日相談を受け付けています

■問こども青少年課〒 661 － 0974 若王寺２丁目 18 －５☎ 6423 － 9996 ■FAX 6409 － 4355 
♥成人の日のつどい
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため２部制で実施

成人の日のつどい　 ID 1018914
１月10日㈪、ベイコム総合体育館で、「不屈」をテーマに、
記念式典を。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2 
部制で実施します。対象などは右表の通り。手話通訳・要
約筆記あり。
同つどい当日ボランティアの募集　 ID 1013700
同つどいで受け付けや会場内への誘導などを行うボラン
ティアを。
■対市内在住・在勤・在学のおおむね 15～ 30歳の人（中

学生を除く）■抽 20 人■申 11 月 12 日（必着）までに直接か
電話、郵送・ファクス・Eメール（住所、氏名、電話番号、
年齢を書いて）でこども青少年課。

時 間 対象※

１ 部
午前10時～10時
30分（受け付けは
９ 時から）

塚口・武庫・南武庫之荘・武庫東・常陽・園
田・園田東・小園──中学校区在住の人

２ 部
午後３時30分～
４時（受け付けは
２時30分から）

成良・中央・日新・小田・小田北・大成・大
庄・大庄北・立花──中学校区在住の人

※ いずれも平成 13年４月２日～ 14 年４月１日生まれで、８月
１日現在、対象の中学校区在住の人




